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帳票種別 修正項目番号 ①新継再別 ②転帰事由 ③支払額
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指定病院 病 院 等

等の番号 の 名 称

1
3
5
7 平成
昭和

明治
大正

番号
保険
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1
3
5
7 再　　発

初　　診
転医始診
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1
3
5
7
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中止

治ゆ

死亡

継続
転医

増
＋
減
－

右足第５指末節骨骨折

左大腿部打撲 右手関節捻挫

処置料
消炎鎮痛等処置（器具）を3部位に行っていますが、部位ごとに算定していません

◇ 誤請求事例 ◇

上記傷病に対し、それぞれに消炎鎮痛等処置を

行っている。
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◎ 負傷に対する消炎鎮痛等処置（器具等によるもの）を３部位に行ってい

ますが、健保の取扱いにより主たる療法の点数のみを算定しています。

◎ 労災では、同一日に異なる部位に消炎鎮痛等処置（器具等によるもの）

を行った場合は、負傷にあっては受傷部位ごとに３部位を限度に算定する

ことができます。

事例の場合、次のように算定します。

消炎鎮痛等処置（器具）右足第５指 （３５×１.５）×７

消炎鎮痛等処置（器具）左大腿部 （３５×１.５）×７

消炎鎮痛等処置（器具）右手関節 （３５×１.５）×７

◎ 介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサ

ージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」、腰部又は胸部固定

帯固定、低出力レーザー照射を同一日に異なる部位に行った場合は、１日

につき合わせて負傷にあっては受傷部位ごとに３部位を限度とし、また、

疾病にあっては３局所を限度とし算定できます。

１．請求内容と正しい算定

２．労災特掲料金
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